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令和４年８月に市民及び事業所の皆様のご理解とご協力のもと、男女共同参画に関する「市民意

識調査」及び「事業所調査」を実施しました。この調査は、現行の「第２次八代市男女共同参画計

画」（平成 31年度～令和５年度）の計画期間が令和５年度に終了することに伴い、市民や事業所の

皆様の男女共同参画に関する意識や市内事業所における女性の登用に関する状況等について把握

し、新たな計画策定の基礎資料とするために実施したものです。 

 

調査の概要と調査結果の見方 
 
調 査 名 称 男女共同参画に関する市民意識調査 男女共同参画に関する事業所調査 

調査対象 
無作為抽出による満 18 歳以上 75 歳未

満の市民 3,000人 

事業所母集団データベース（令和２年

次フレーム）から無作為抽出した 200事

業所（市内に事業所をおく） 

調査期間 令和４年８月 10日～令和４年８月 31日 

有効回収数 1,376件（有効回収率 45.9％） 114件（有効回収率 57.0％） 

調査結果の見方 

・グラフの「Ｎまたはｎ」の表記は回答者数を示します。 

・グラフ内の回答率（％）は、小数点第２位を四捨五入したため、合計値が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対した割合のため、合計値が 100.0％を超える場合があります。 

・本市民意識調査の比較対象とした調査結果は、内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年）と、熊本

県「男女共同参画に関する県民意識調査報告書」（令和元年）です。 

・事業所調査の比較対象とした調査結果は、熊本県「令和３年度 熊本県労働条件等実態調査報告書」（令和４年３

月）です。 

 

市民意識調査と事業所調査の回答者特性 

  

女性

57.5%

男性

40.9%

あてはま

らない

0.4%

無回答

1.2%

(N=1,376)

農業、林業

2.6%

建設業

14.0%

製造業

8.8%

電気・ガス・熱供

給・水道業

1.8%

情報通信業

1.8%

運輸業、郵便業

12.3%

卸売業、小売業

16.7%金融業、保険業

3.5%

学術研究、専門・

技術サービス業

0.9%

宿泊業、飲食

サービス業

2.6%

生活関連サービ

ス業、娯楽業

1.8%

教育、学習

支援業

1.8%
医療、福祉

21.9%

複合サービス事業

0.9%

サービス業（他に分

類されないもの）

5.3%

その他

2.6%

無回答

0.9%

(N=114)

男女共同参画に関する 
市民意識調査・事業所調査報告書 

▋市民意識調査 

「女性」が約 6割（57.5％）、「男性」が約 4割

（40.9％）となっています。 

▋事業所調査 

「医療・福祉」が 21.9％で最も多く、次いで

「卸売業、小売業」16.7％となっています。 

概要版 
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市民意識調査の結果 

■ 男女の地位の平等感について 

Ｑ 各分野で、男女の地位は平等になっていると思いますか                  

●「学校教育の場」では、『男女が平等』の割合が高いものの、前回調査（平成 29 年度）に比べ、「職場」

を除く、すべての項目で『男性優遇』の割合が上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『男性優遇』

18.8%

15.3%

51.8%

51.0%

50.9%

50.9%

52.7%

50.0%

76.2%

69.5%

45.1%

36.3%

68.3%

63.9%

69.0%

61.9%

52.8%

平等である

50.6%

54.5%

33.0%

34.2%

27.3%

25.8%

25.6%

27.0%

9.0%

13.7%

31.1%

36.8%

13.8%

16.4%

13.8%

21.1%

24.4%

『女性優遇』

3.4%

4.2%

4.9%

6.3%

7.0%

7.1%

5.6%

6.1%

1.5%

1.7%

4.4%

6.6%

2.5%

3.6%

3.1%

4.4%

2.9%

わからない

22.7%

21.5%

6.8%

5.5%

10.2%

11.2%

11.9%

12.1%

9.4%

11.4%

15.0%

16.3%

11.1%

11.7%

10.0%

9.5%

8.8%

無回答

4.5%

4.5%

3.5%

3.0%

4.6%

5.2%

4.2%

4.8%

3.8%

3.7%

4.4%

4.0%

4.2%

4.4%

4.1%

3.2%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=1,376          凡例

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

今回調査

（N=1,376）

前回調査（H29）

（N=1,550）

前々回調査（H24）

（N=1,105）

学校教育
の場

家庭生活

職場

地域・社会
活動の場

政治の場

法律や制度

社会通念・
慣習等

全体的に
みて

※『男性（女性）優遇』は「男性（女性）の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性（女性）の方が優遇されている」の合計値 

ほとんどの分野において女性の方が『男性優遇』と感じる割合が高く、男女の意識に大きな差がある

とともに、全体的に前回調査と比べ、不平等感が高くなっています。 

【男女の地位の平等感について（前回との比較）】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、『男性優遇』において「法律や制度」が 8.8ポイント高く

なっています。 
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■ 家庭生活の役割分担について 

Ｑ 「男は仕事、女は家庭」などと性別で役割を固定する考え方について、どう思いますか                  

●前回調査（平成 29年度）に比べ、性別で役割を固定する考え方に『賛成しない』の割合が、上昇してい

ます。全国調査や熊本県の調査結果と比較しても、『賛成しない』の割合が八代市の方が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 女性が職業を持つことについて 

Ｑ 女性が職業を持つことについて、どのようにお考えですか                  

●前回調査（平成 29 年度）に比べ、「子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい」が上昇して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.8%

52.8%

39.5%

19.3%

28.1%

35.0%

3.1%

2.9%

4.9%

1.5%

2.4%

2.4%

0.2%

0.4%

0.6%

6.7%

5.5%

7.2%

5.7%

4.7%

5.2%

2.7%

3.3%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(N=1,376)

平成29年度調査

(N=1,550)

平成24年度調査

(N=1,105)

子どもができても、ずっと職業をもち続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

女性は職業をもたない方がよい

その他

わからない

無回答

(前回) 

 

(前々回) 

 

『賛成する』

17.9%

26.2%

32.1%

『賛成しない』

79.5%

71.2%

62.6%

無回答

2.6%

2.6%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N=1,376)

平成29年度調査

(N=1,550)

平成24年度調査

(N=1,105)

(前回) 

 

(前々回) 

 

性別による固定的役割意識の解消への進展がうかがえます。 

【性別で役割を固定する考え方（前回、前々回調査との比較）】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、『賛成しない』が 8.3ポイント高く、調査を追うごとに高

くなっています。 

【女性が職業を持つことについて（前回、前々回調査との比較）】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい」

が 8.0ポイント高く、調査を追うごとに高くなっています。 
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Ｑ 女性が職業をもち続けるうえでの問題は、どのようなことだと思いますか                  

●女性が働き続けるうえでの問題は、前回同様「育児休業や介護休業制度などが十分整備されていない」

「育児休業や介護休業などを取りにくい雰囲気がある」が約５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.8%

48.6%

40.9%

28.2%

25.4%

23.6%

23.5%

21.1%

18.0%

12.1%

11.4%

8.4%

4.9%

4.6%

3.6%

53.9%

57.3%

34.8%

27.9%

21.7%

23.7%

19.9%

22.1%

21.1%

14.2%

7.3%

9.7%

3.4%

4.1%

2.8%

0.0% 40.0% 80.0%

育児休業や介護休業制度などが

十分整備されていない

育児休業や介護休業などを

取りにくい雰囲気がある

男女の待遇（賃金・昇進・仕事内容）

に格差がある

仕事を続けることへの家族の

理解・協力が不十分である

男性の側に、男女平等な立場で就労して

いこうとする意識が欠けている

労働時間が長い

女性の能力が正当に評価されない

女性が長く勤め続けにくい雰囲気がある

短期契約（1年更新の嘱託契約など）等の

不安定な雇用形態がある

転勤がある

セクシュアル・ハラスメント

（性的嫌がらせ）がある

女性自身に職業をもち続けよう

という意識がない

特に問題はない

教育・訓練を受ける機会がない

その他

今回調査

(N=1,376)

前回調査(H29)

(N=1,550)

女性が離職せずに働き続けることができるよう、育児休業や介護休業制度の整備や取得環境の改善

が求められています。 

【女性が職業をもち続けるうえでの問題（前回調査との比較）】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「育児休業や介護休業などを取りにくい雰囲気がある」は

8.7ポイント、「育児休業や介護休業制度などが十分整備されていない」は 5.1ポイント低くなってい

ます。一方、「男女の待遇（賃金・昇進・仕事内容）に格差がある」については 6.1ポイント高くなっ

ています。 
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■ 仕事と家庭・地域生活の両立について 

Ｑ 生活の中での優先度について、【希望に最も近いもの】と【現実（現状）に最も近いもの】を選

んでください                                      

●仕事と家庭・地域生活の両立についての優先度は、希望では、男女とも「仕事と家庭生活ともに優先」

が最も高くなっています。しかし、現実では希望と異なり、「仕事を優先」の割合が高く、特に男性では

「仕事を優先」の割合が高くなっています。前回と同様に希望と現実にひらきがみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4%

3.4%

5.7%

3.5%

18.5%

20.6%

16.2%

16.2%

3.2%

2.7%

3.7%

2.8%

28.9%

29.2%

28.8%

29.6%

3.4%

3.3%

3.7%

4.3%

8.9%

9.6%

8.2%

10.6%

20.8%

21.4%

19.9%

18.7%

5.7%

4.8%

6.9%

5.7%

6.2%

5.1%

6.9%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(N=1,376)

女 性

(N=791)

男 性

(N=563)

平成29年度調査

(N=1,550)

「仕事」を優先
「家庭生活」を優先
「地域・個人の生活」を優先
「仕事」と「家庭生活」をともに優先
「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先
「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
「仕事」も「家庭生活」も「地域・個人の生活」も全て優先
わからない
無回答

23.1%

18.3%

30.6%

26.2%

19.2%

23.5%

13.3%

16.5%

3.3%

3.0%

3.7%

2.7%

24.3%

29.1%

18.3%

22.7%

2.9%

1.9%

4.4%

4.9%

5.6%

5.3%

5.7%

5.2%

6.7%

6.1%

7.5%

4.8%

7.9%

7.0%

8.9%

6.8%

6.9%

5.8%

7.6%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

(N=1,376)

女 性

(N=791)

男 性

(N=563)

平成29年度調査

(N=1,550)

「仕事」を優先
「家庭生活」を優先
「地域・個人の生活」を優先
「仕事」と「家庭生活」をともに優先
「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先
「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
「仕事」も「家庭生活」も「地域・個人の生活」も全て優先
わからない
無回答

(前回) 

 

(前回) 

 

生活の中での優先度（仕事や家庭生活など）は、現状では仕事を優先する割合が高く、希望と現状の

ギャップが大きくなっています。 

【仕事と家庭・地域生活の両立についての優先度（性別・前回調査との比較）】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、希望は「家庭生活を優先」が 2.3ポイント高くなり、現実

は「仕事を優先」が 3.1ポイント低くなっています。 

性別でみると、特に男性の現実の「仕事を優先」については、希望と比べ 24.9ポイント高く、ひら

きが大きくなっています。 

『希望』 

 

『現実』 
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■ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害経験 

Ｑ これまでに配偶者や恋人、パートナーから次のア～セのような行為をされたことがありますか                                      

●ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害経験は、「大声でどなる」の割合が最も高く、次に「何を

言っても長時間無視しつづける」「平手でうつ、突き飛ばす」「誰のおかげで生活できるのだ」とか「役

立たず」と言う」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8%

1.7%

0.6%

1.7%

2.2%

0.1%

3.0%

10.0%

3.9%

3.8%

1.4%

2.1%

1.1%

2.9%

9.4%

5.0%

1.8%

3.8%

7.3%

0.9%

6.6%

18.5%

6.8%

12.6%

3.8%

5.2%

3.3%

2.1%

82.8%

87.2%

90.8%

88.2%

84.1%

92.3%

84.3%

65.7%

83.4%

77.5%

88.6%

86.6%

89.7%

88.7%

5.9%

6.0%

6.8%

6.3%

6.4%

6.6%

6.1%

5.7%

6.0%

6.1%

6.3%

6.1%

6.0%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=1,376          凡例

ア．平手でうつ、突き飛ばす

イ．なぐる、ける

ウ．身体を傷つける可能性のある物などでなぐる

エ．「殺す」・「けがをさせる」などといっておどす

オ．なぐるふりをしておどす

カ．刃物などを突きつけておどす

キ．嫌がっているのに性的な行為を強制する

ク．大声でどなる

ケ．「誰のおかげで生活できるのだ」とか「役立たず」と言う

コ．何を言っても長時間無視しつづける

サ．大切にしている物をわざと捨てたり壊したりする

シ．交友関係や電話・メール等を細かくチェックする

ス．社会的な活動や就職などを許さない

セ．生活費を渡さない

※『あった』は「何度もあった」と「一・二度あった」の合計値

何度もあった 一・二度あった まったくない 無回答

『あった』 

被害を受けた経験については、「大声でどなる」が最も多く、概ね女性の被害者の割合が高くなって

います。 

【ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害経験】 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害経験が『あった』については、「大声でどなる」が

28.5％で最も多くなっています。 
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Ｑ 暴力の被害に対して、だれか（どこか）に相談しましたか。                                      

●ＤＶをうけても「だれ（どこ）にも相談しなかった」と答えた割合は、前回同様６割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 政策・方針決定の場での女性の参画について 

Ｑ 「政治や行政、職場などにおいて、企画立案や方針決定の場に女性の参画がいまだ少ない」と

言われていますが、その原因は何だと思いますか                                      

●「男性優位の組織運営がなされているため」の割合が最も高く、次いで、「家庭、職場、地域で、性別に

よる役割分担や性差別の意識が強いため」の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.0%

24.7%

1.5%

1.3%

0.9%

0.7%

2.1%

63.6%

24.1%

1.6%

0.5%

0.5%

0.9%

1.9%

0.0% 40.0% 80.0%

だれ（どこ）にも相談しなかった

家族・親族・友人に相談した

警察に相談した

民間の機関（弁護士会など）に相談した

医師に相談した

女性相談所・行政の相談窓口・人権擁護委員などに相談した

その他

今回調査

(N=534)

前回調査(H29)

(N=580)

被害の相談状況はわずかであり、被害の潜在化がうかがえます。 

55.5%

41.0%

28.5%

28.2%

24.6%

23.3%

1.5%

9.8%

56.8%

44.2%

27.9%

26.8%

27.3%

25.3%

1.0%

10.9%

54.9%

36.8%

29.7%

30.6%

21.0%

20.6%

2.1%

8.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

男性優位の組織運営がなされているため

家庭、職場、地域で、性別による役割

分担や性差別の意識が強いため

女性の能力向上を図るための機会が

不十分であるため

女性の参画への支援が少ないため

家庭の支援、協力が得られないため

女性の積極性が不十分であるため

その他

わからない

今回調査

(N=1,376)

女 性

(N=791)

男 性

(N=563)

企画立案や方針決定の場に女性の参画が少ない原因として「男性優位の組織運営がなされているた

め」が半数を占めています。 

【ＤＶ被害者の相談状況（前回調査との比較）】 

【企画立案や方針決定の場に女性の参画が少ない原因（性別比較）】 

性別で比較すると、女性は男性と比べ「家庭、職場、地域で、性別による役割分担や性差別の意識が

強いため」が 7.4ポイント、「家族の支援、協力が得られないため」が 6.3ポイント高くなっています。 
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■ 防災・復興での女性の参画について 

Ｑ 防災や復興の面において、性別などに配慮した対応のために、特に何が必要だと思いますか                                      

●「避難所の設備整備に男女両方への配慮があること」「災害時に緊急に設置される災害対策本部に男女が

ともに配置され、対策に男女両方の視点が入ること」「市の防災政策を決定する防災会議における女性委

員の割合を高め、市の防災計画に男女両方の視点が入ること」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

45.3%

44.9%

42.7%

33.9%

31.0%

12.6%

11.9%

11.6%

7.6%

3.9%

2.9%

0.5%

47.8%

44.8%

40.1%

34.1%

32.7%

12.3%

11.4%

12.3%

8.2%

3.5%

2.7%

0.5%

42.5%

45.6%

46.7%

33.7%

29.5%

13.0%

12.8%

10.8%

6.4%

4.4%

3.2%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

避難所の設備整備に男女両方への配慮があること

災害時に緊急に設置される災害対策本部に男女が

ともに配置され、対策に男女両方の視点が入ること

市の防災政策を決定する防災会議における女性委員の

割合を高め、市の防災計画に男女両方の視点が入ること

避難所運営の責任者に男女がともに配置され、

避難所運営や被災者対応に男女両方の視点が入ること

避難所運営マニュアルを男女両方の

視点を取り入れて作成すること

地域で活動できるような女性の防災リーダーを育てること

男女共同参画の視点での防災研修会を行うこと

校区などの地域防災計画の作成に

男女両方の視点を入れること

女性がもっと地域の防災対策に参画すること

地域の防災訓練にもっと女性が参加すること

特に必要ない

その他

今回調査

(N=1,376)

女 性

(N=791)

男 性

(N=563)

防災や復興の様々な意思決定過程で女性の参画が求められています。 

【防災や復興の面で性別に配慮した対応として必要なこと（性別比較）】 

性別で比較すると、女性は男性と比べ「市の防災政策を決定する防災会議における女性委員の割合

を高め、市の防災計画に男女両方の視点が入ること」が 6.6ポイント低く、「避難所の設備整備に男女

両方への配慮があること」が 5.3ポイント高くなっています。 
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■ 男女共同参画社会の推進について 

Ｑ 次の言葉について知っていますか                                      

●「男女共同参画」などの言葉や法律についての認知度（言葉も知っているし、内容もよく理解している）

は、「セクハラ」「ＤＶ」は８割以上と高く、次に「ジェンダー（社会的性別）」「性的少数者（ＬＧＢＴ）」

「デートＤＶ（若年層の男女間における暴力）」が４割以上となっています。「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」や「ポジティブ・アクション（積極的改善措置）」の女性

活躍の推進に必要といわれている言葉の認知度は、低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2%

38.4%

7.0%

8.3%

57.2%

84.1%

83.4%

41.7%

31.8%

14.6%

19.2%

8.1%

41.9%

4.9%

4.2%

4.9%

2.8%

3.8%

24.5%

43.4%

40.8%

31.8%

27.9%

25.2%

9.3%

9.3%

22.5%

30.8%

35.8%

33.3%

29.9%

26.1%

29.7%

26.0%

26.2%

22.5%

24.7%

35.2%

36.2%

16.0%

55.7%

58.0%

12.6%

2.4%

3.1%

31.3%

32.3%

44.5%

42.1%

56.8%

27.3%

60.4%

64.8%

64.0%

69.9%

66.7%

35.4%

5.2%

4.9%

5.5%

5.8%

5.0%

4.2%

4.2%

4.6%

5.1%

5.2%

5.5%

5.2%

4.7%

5.0%

4.9%

4.9%

4.9%

4.8%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N=1,376          凡例

ア．男女共同参画社会基本法

イ．男女雇用機会均等法

ウ．女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（女性活躍推進法）

エ．ポジティブ・アクション

（積極的改善措置）

オ．ジェンダー（社会的性別）

カ．セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）

キ．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

ク．デートＤＶ（若年層の男女間における暴力）

ケ．ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）

コ．女性差別撤廃条約

サ．ダイバーシティ（多様性）

シ．政治分野における男女共同参画の推進に

関する法律（候補者男女均等法）

ス．性的少数者（ＬＧＢＴ）

セ．八代市男女共同参画推進条例

ソ．八代市男女共同参画審議会

タ．八代市男女共同参画計画

チ．八代市男女共同参画専門委員相談

ツ．八代市人権政策課男女共同参画推進室

テ．産後パパ育休（男性版産休）

言葉も知っているし、
内容もよく理解している

言葉は知っているが、
内容は理解していない

知らない、わからない 無回答

『知っている』 

※『知っている』は「言葉も知っているし、内容もよく理解している」と「言葉はしっているが、内容は理解していない」の合計値 

【男女共同参画用語の認知度】 

男女共同参画用語の認知度について、『知っている』は「セクシャル・ハラスメント（セクハラ）」が

93.4％、「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」が 92.7％となっています。 
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Ｑ 八代市が、男女共同参画社会を形成するために、力を入れるべき対策は何だと思いますか                                      

●「男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援」の割合が最も高く、次に「男女共同参画の視点に立

った社会制度・慣行の見直しと意識改革」「雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保」とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.5%

48.3%

43.0%

39.2%

35.0%

33.6%

32.8%

28.1%

17.7%

17.6%

17.3%

2.2%

54.6%

46.5%

43.2%

43.4%

31.7%

31.9%

34.8%

29.2%

14.9%

20.0%

14.3%

1.0%

47.4%

50.8%

42.5%

34.1%

39.1%

36.1%

29.5%

26.8%

21.5%

14.2%

21.3%

3.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援

男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと意識改革

雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

高齢者等が安心して暮らせる条件の整備

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

市民や地域との協働での男女共同参画社会づくりの推進

多様な選択を可能にする教育と学習の充実

女性に対するあらゆる暴力の根絶

防災分野での男女共同参画の推進

生涯を通じた女性の健康支援

活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の確立

その他

今回調査

(N=1,376)

女 性

(N=791)

男 性

(N=563)

【男女共同参画社会形成のために力を入れるべき対策（性別比較）】 

性別で比較すると、女性は男性と比べ「高齢者等が安心して暮らせる条件の整備」が 9.3ポイント、

「男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援」が 7.2ポイント高くなっています。また、男性は女

性と比べ「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」が 7.4ポイント、「活力ある農山漁村の実現に向

けた男女共同参画の確立」が 7.0ポイント高くなっています。 
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事業所調査の結果 

■ 事業所の状況 

Ｑ 貴事業所の状況についておたずねします                          

●男性の方が正社員や管理職の割合が高くなっています。 

【就業形態別にみた男女の割合】 

就業形態別に男女の割合をみると、「正社員」「臨時雇用者」では男性の割合が高く、「正社員以外」では

女性の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【管理職の性別割合】 

管理職の性別割合をみると、男性（78.3％）、女性（21.7％）と男性の方が上回っています。 

 

【産業別にみた女性管理職の割合】 

業種別では、「宿泊業、飲食サービス業」「医療・福祉」で女性の管理職の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

68.9%

41.4%

68.6%

女性

31.1%

58.6%

31.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

正社員

正社員以外

臨時雇用者

(n=4,408)

男性

78.3%

女性

21.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

全 体

(n=461)

33.3% 9.9%

4.9%

0.0%

0.0%

11.8%

16.3%

25.0%

0.0%

85.7%

40.0%

13.3%

54.7%

0.0%

16.7%

28.6%

農業、林業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

学術研究、専門・技術サービ

ス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

サービス業

その他
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■ 正規従業員の平均給与 

Ｑ 「正規従業員」の平均給与（総支給額の平均）の男女間の格差はどのような状態ですか  

  「男性の平均給与が高い」理由は何ですか                          

●正規従業員の平均給与は「格差はない」の割合が最も多く、次に「男性が高い」となっています。 

●男性の給与が高い理由は、「業務内容の差による」が最も多く、これに「経験年数の差による」「就労時

間の差による」となっています。 

 

 

【正規従業員の平均給与】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「格差はない」が 11.0ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【男性の平均給与が高い理由】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「業務内容の差による」が 16.6ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 女性の管理職登用についての考え 

Ｑ 今後、管理職の登用にあたって、女性を積極的に登用しようと考えていますか        

●女性の管理職登用については、「積極的に増やしていく」としている事業所が約６割を占めています。 

●登用しない理由は、「女性がつける管理職ポストがないから」の割合が高くなっています。その他の理由

としては、「性別ではなく、能力・適正を見て判断するため」、「女性がいない」などがありました。 

【女性の管理職への登用についての意向】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「積極的に増やしていく」が 26.9ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

男性が高い

36.8%

47.8%

女性が高い

0.9%

0.0%

格差はない

52.6%

41.6%

該当しない

8.8%

8.0%

無回答

0.9%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(n=114)

平成29年度調査

(n=113)

66.7%

45.2%

19.0%

7.1%

4.8%

7.1%

83.3%

33.3%

22.2%

3.7%

5.6%

7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

業務内容の差による

経験年数の差による

就労時間の差による

業績の差による

昇進・昇格する女性が少ない ・いない

その他

今回調査(n=42)

平成29年度調査

(n=54)

積極的に増やしていく

57.0%

30.1%

特に増やしていく考えはない

40.4%

68.1%

無回答

2.6%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(n=114)

平成29年度調査

(n=113)

(前回) 

 

(前回) 

 

「正規従業員」の平均給与格差が縮小しています。 
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【女性を管理職として積極登用しない理由】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「女性従業員が少数だから」が 15.5ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 女性の活躍推進に関する取り組み状況 

Ｑ 女性の活躍推進に取り組んでいますか                           

●女性の活躍推進に関して「取り組んでいる」項目については、「業務に必要な知識や資格取得のための研

修等を性別に関係なく実施している」が最も高く、次いで「性別に関係なく教育訓練や研修を実施して

いる」「女性が提案や発言をしやすいように配慮している」となっています。 

一方、「女性登用や人材育成の具体的計画・方針を作っている」「女性の少ない職種や職務に女性を配置

するように努めている」「女性の管理職の登用を積極的に行っている」については、「取り組む予定はな

い」と回答した事業所が多くなっています。 

 

 

【女性の活躍推進についての取り組み状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3%

26.1%

8.7%

43.5%

24.7%

41.6%

7.8%

32.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

女性がつける管理職ポストがないから

女性従業員が少数だから

女性従業員は勤続年数が少ないから

その他

今回調査(n=46)

平成29年度調査

(n=77)

28.1%

25.4%

32.5%

64.9%

74.6%

69.3%

79.8%

62.3%

45.6%

36.0%

0.9%

24.6%

26.3%

28.1%

14.9%

11.4%

13.2%

8.8%

20.2%

22.8%

31.6%

37.7%

37.7%

28.9%

10.5%

6.1%

7.9%

3.5%

9.6%

20.2%

22.8%

14.9%

9.6%

10.5%

10.5%

9.6%

7.9%

9.6%

7.9%

7.9%

11.4%

9.6%

84.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア．女性登用や人材育成の具体的

計画・方針を作っている

イ．女性の少ない職種や職務に女性を

配置するように努めている

ウ．女性の管理職の登用を積極的に行っている

エ．性別による評価をすることのないよう

人事基準を明確にしている

オ．性別に関係なく教育訓練や研修を実施している

カ．女性が提案や発言をしやすいように配慮している

キ．業務に必要な知識や資格取得のための

研修等を性別に関係なく実施している

ク．仕事と家庭の両立のための

支援制度を整備している

ケ．女性の活躍推進について、

社内の意識改革に努めている

コ．相談窓口を設置している

サ．その他

取り組んでいる 今後取り組む予定 取り組む予定はない 無回答

(n=114)

積極的に女性活躍推進に向けた取り組みを行っている事業所が増加しています。 
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■ 育児・介護支援について 

Ｑ 育児休業及び介護休業制度の導入と取得状況について教えてください                           

●「育児休業及び介護休業制度を導入している」事業所は６割程度、「どちらも導入していない」事業所が

１割程度となっています。育児休業の取得状況については、女性の大半が取得しているのに対し、男性

の取得割合は３割未満となっています。 

 

 

 

【育児休業及び介護休業制度の導入状況】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「育児休業及び介護休業制度を導入している」が 6.5ポイント

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【育児休業制度の取得状況】 

（今回調査） 

（前回調査（平成 29年度）） 

 

 

 

 

【介護休業制度の取得状況】 

（今回調査） 

 

 

 

（前回調査（平成 29年度）） 

 

 

 

 

 

 

該当者（人） 取得者（人） 取得率

55 14 25.5%

50 43 86.0%

105 57 54.3%

女性

全体

育児休業制度

男性

該当者（人） 取得者（人） 取得率

66 5 7.6%

69 67 97.1%

135 72 53.3%

育児休業制度

男性

女性

全体

0

50

100

150

男性 女性 全体

55 50 

105 

14 

43 
57 

該当者（人） 取得者（人）

取得者（人） 取得率

0 0.0%

4 100.0%

4 100.0%

女性

全体

介護休業制度

男性

取得者（人） 取得率

1 12.5%

7 87.5%

8 100.0%

介護休業制度

男性

女性

全体

育児休業及び

介護休業制度を導入

64.0%

57.5%

育児休業のみ

導入

13.2%

11.5%

介護休業のみ

導入

0.9%

どちらも導入

していない

13.2%

23.9%

無回答

9.6%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(n=114)

平成29年度調査

(n=113)

(前回) 

 

男性の育児休業取得率が大幅に増加しています。 
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■ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

Ｑ 従業員の有給休暇の取得率はどれくらいですか                           

●有給休暇の取得率が「50％以上」の事業所が全体の６割を占めています。 

【従業員の有給休暇の取得率】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「50％以上」が 30.4ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

Ｑ ワーク・ライフ・バランスに関する取組について、教えてください                           

●ワーク・ライフ・バランスの推進のための取組状況として、「有給休暇の取得促進」「柔軟な働き方（パ

ート⇔正社員）への支援」「育児、介護、地域等に参加しやすいよう配慮」などの割合が高くなっていま

す。 

 

 

【ワーク・ライフ・バランスに関する取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50％以上

64.0%

33.6%

50％未満

29.8%

61.1%

無回答

6.1%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

(n=114)

平成29年度調査

(n=113)

82.5%

24.6%

34.2%

12.3%

9.6%

12.3%

28.1%

47.4%

50.0%

53.5%

45.6%

53.5%

5.3%

9.6%

14.9%

11.4%

14.9%

14.9%

15.8%

14.9%

22.8%

26.3%

17.5%

28.9%

23.7%

6.1%

3.5%

52.6%

46.5%

63.2%

64.9%

64.0%

45.6%

21.1%

17.5%

21.9%

18.4%

15.8%

78.9%

4.4%

7.9%

7.9%

9.6%

10.5%

7.9%

11.4%

8.8%

6.1%

7.0%

7.0%

7.0%

9.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア．有給休暇の取得促進

イ．フレックスタイム制

ウ．始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ

エ．育児に関する経済的支援（保育料補助など）

オ．保育等の子育てサービス提供

カ．在宅勤務（テレワーク）制度

キ．転勤への配慮

ク．復職への支援（休業中の情報提供、復職後の研修など）

ケ．出産・育児・介護などにより退職した従業員の再雇用

コ．柔軟な働き方（パート⇔正社員）への支援

サ．従業員の心身の健康保持を支援している（健康教室やメンタル

ヘルス研修など）

シ．育児、介護、地域活動等に参加しやすいよう配慮

ス．事業所内の保育施設の設置運営

取り組んでいる 今後取り組む予定 取り組む予定はない 無回答

(n=114)

(前回) 

 

多様な働き方などに取り組んでいる事業所が増加している一方、比較的大きな制度改革や資金を必

要とする取り組みに対しては「取り組む予定はない」割合が高くなっています。 
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Ｑ ワーク・ライフ・バランスに取り組んだ結果、どんなメリットがありましたか                           

●取り組み可能なところから実践し、効果を上げている事業所が多くなっています。 

●ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる事業所では、「女性が結婚・出産・育児と仕事の両立をする

ことが可能になった」「従業員の心身の疲労を改善することができた」「優秀な人材が辞めないですんだ」

などをメリットとしてとらえているところが多くなっています。 

 

【ワーク・ライフ・バランスに関する取り組みのメリット】 

前回調査（平成 29年度）と比較すると、「これまでの仕事の進め方を見直すきっかけになった」が 17.1

ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画に関する市民意識調査・事業所調査報告書【概要版】 
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47.1%

42.3%

40.4%

34.6%

31.7%

22.1%

15.4%

12.5%

5.8%

1.0%

42.7%

32.6%

38.2%

22.5%

14.6%

24.7%

7.9%

12.4%

5.6%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

女性が結婚・出産・育児と仕事の

両立をすることが可能になった

従業員の心身の疲労を

改善することができた

優秀な人材が辞めないですんだ

労働時間の管理の工夫をすることができた

これまでの仕事の進め方を

見直すきっかけになった

従業員の労働意欲が向上した

男性が育児や介護に従事

することができた

優秀な人材を採用することができた

育児経験や生活者の視点をビジネスに

役立てることができた

その他

今回調査(n=104)

平成29年度調査

(n=89)


